
 

町田市中心市街地活性化奨励事業実施要綱について 

 

市が、中心市街地において求められる機能や施設の整備を後押しすることで民間の投資

を呼び込む動機づけを行い、中心市街地を活性化させる取り組みとして、新たに「町田市

中心市街地活性化奨励事業実施要綱」を制定しました。 

 

１ 要綱制定の目的 

中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設の整備を奨励することにより、

中心市街地の活性化に資することを目的として制定しました。 

 

２ 奨励制度の概要 

 奨励金の交付 … 整備した施設に課税される固定資産税相当額の奨励金を交付 

 容積率の緩和 … 総合設計制度により、整備する施設に係る容積率を緩和 

 

３ 奨励制度の対象 

（１）対象者 

中心市街地に新たな賑わいと交流を創出すると認められる施設を整備し、事業を行う者 

（２）対象施設 

施設の種類 施設の要件 交付限度額 

映画館 
複数の上映場を有する、かつ、

客席数の合計が 1,000席以上 

固定資産税等相当額 

(5年間合計で 5億円を限度) 劇場、音楽堂等 
客席数が 1,500席以上、かつ、

年間 100日以上興行を行う 

ホテル等 客室数が 100室以上 

シェアオフィス等の 

複数利用に供する施設 市長が別に定める規模及び機

能を有する 

固定資産税等相当額又は施設に

係る賃借料相当額 

(5年間合計で 2千万円を限度) サテライトオフィス 

共同荷さばき場 ５台以上の車両が同時利用可 固定資産税等相当額 

「固定資産税等相当額」とは、当該施設の土地・家屋に係る固定資産税及び都市計画税

並びに事業所税の税額に相当する額。 

 

４ 今後について 

 本制度の周知用パンフレットを制作し、市内外へ広く情報を発信します。 

２０１９年３月８日・１１日 

行 政 報 告 資 料  

経済観光部産業政策課  



町田市中心市街地活性化奨励事業実施要綱 

第１ 目的 

この要綱は、中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設の整備を

奨励することにより、中心市街地の活性化に資することを目的とする。 

第２ 定義 

この要綱において「中心市街地」とは、町田市中心市街地まちづくり計画（２０

１６年７月策定）の対象範囲をいう。 

第３ 奨励金の交付 

１ 市長は、中心市街地に新たな賑わいと交流を創出すると認められる施設を整備

し、事業を行う者に対し、奨励金を交付することができる。ただし、他の同種の

補助等を受ける場合は、奨励金を交付しない。 

２ 奨励金の対象となる施設の種類及び要件並びに奨励金の交付限度額は、別表に

定めるとおりとする。 

第４ 奨励金交付対象者の指定 

１ 奨励金の交付を受けようとする者は、施設の整備に係る事業の計画について、

あらかじめ市長に協議し、奨励金の交付の対象者の指定（以下単に「指定」とい

う。）を受けなければならない。 

２ 指定を受けようとする者は、町田市中心市街地活性化奨励事業指定申請書（第

１号様式）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

３ 前項に規定する申請は、当該申請に係る事業の着手の日の１０日前までに行わ

なければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りで

ない。 

４ 市長は、第２項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、町田市中

心市街地活性化奨励事業指定・不指定通知書（第２号様式）により当該申請をし

た者に通知するものとする。 

５ 市長は、指定を行う場合において、次に掲げる条件を付するものとする。 



（１）奨励金の交付は、当該奨励金に係る歳出予算の成立が条件であること。 

（２）指定に係る施設において、１０年以上営業を継続すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、第１に規定する目的を達成するために市長が必

要と認める条件 

第５ 指定に伴う支援措置 

市長は、指定に係る施設が映画館又は劇場、音楽堂等（劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第１項に規定する劇場、音楽堂等

をいう。別表において同じ。）である場合において、当該施設の整備に当たり建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号）第５９条の２第１項に規定する容積率等の特例

の許可が必要であると認めるときは、当該許可の権限を有する特定行政庁（同法第

２条第３５号の特定行政庁をいう。）に対し、当該許可について要請することができ

る。 

第６ 事業の着手 

１ 第４第４項の規定により指定の通知を受けた者（以下「指定事業者」という。）

は、速やかに、当該指定に係る事業に着手するものとする。 

２ 第４第２項に規定する申請をした者は、当該申請に係る事業について、指定を

受ける前に着手しようとするときは、町田市中心市街地活性化奨励事業指定前着

手届（第３号様式）により、市長に届け出なければならない。 

第７ 事業計画の変更等の届出 

指定事業者は、その指定に係る事業の計画を変更し、又は廃止するときは、町田

市中心市街地活性化奨励事業計画変更・廃止届（第４号様式）に関係書類を添えて、

市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

第８ 営業の開始の届出等 

１ 指定事業者は、その指定に係る施設の営業を開始したときは、速やかに、町田

市中心市街地活性化奨励事業営業開始届（第５号様式）に関係書類を添えて、市

長に届け出なければならない。 



２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、必要な予算措置を

講じるよう努めるものとする。 

第９ 年次報告 

指定事業者は、その指定に係る施設の営業を開始した日から１０年間、毎年度市

長が指定する日までに、当該施設における事業の実施状況に関し市長が必要と認め

る事項について、市長に報告し、及び関係書類を提出しなければならない。 

第１０ 地位の承継 

１ 合併、譲渡、相続その他の理由により指定事業者の地位を承継しようとする者

は、その指定に係る事業を継続する場合に限り、町田市中心市街地活性化奨励事

業地位承継承認申請書（第６号様式）に関係書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、町田市中心

市街地活性化奨励事業地位承継承認・不承認通知書（第７号様式）により、当該

申請をした者に通知するものとする。 

３ 第４第５項の規定は、前項に規定する承認をする場合について準用する。 

第１１ 指定の取消し 

市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消

すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。 

（２）指定に係る事業を廃止したとき。 

（３）指定に係る事業の計画の変更により、別表の中欄に定める施設の要件を満たさ

なくなったとき。 

（４）第４第５項の規定により付された条件（同項第１号に掲げる条件を除く。）に違

反したとき。 

（５）第９の規定による報告及び関係書類の提出を行わなかったとき。 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 



第１２ 企業等誘致審査会による審査 

指定に係る審査等を適正に行うため、次に掲げる事項については、町田市企業等

立地奨励事業実施要綱（２０１６年１０月１日適用）第１２第１項に規定する町田

市企業等誘致審査会において検討し、その結果を市長に報告するものとする。 

（１）第４第４項に規定する指定に係る審査に関すること。 

（２）第１０第２項に規定する指定事業者の地位の承継の承認に係る審査に関するこ

と。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

第１３ 補則 

この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、２０１９年４月１日から施行する。 

別表（第３関係） 

施設の種類 施設の要件 交付限度額 

映画館 複数の上映場を有し、か

つ、客席数の合計が１，０

００席以上であること。 

固定資産税等相当額。た

だし、５年間の合計で、５

億円を限度とする。 

劇場、音楽堂等 客席数が１，５００席以

上であり、かつ、年間１０

０日以上の興行を行うこ

と。 

固定資産税等相当額。た

だし、５年間の合計で、５

億円を限度とする。 

ホテル等（旅館業法（昭和

２３年法律第１３８号）

第２条第２項に規定する

客室数が１００室以上で

あること。 

固定資産税等相当額。た

だし、５年間の合計で、５

億円を限度とする。 



旅館・ホテル営業（風俗営

業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２

号）第２条第６項第４号

に該当するものを除く。）

に係る施設をいう。） 

シェアオフィス、コワー

キングスペースその他複

数の事業者の利用に供す

るための事務所機能を有

する施設 

市長が別に定める規模及

び機能を有すること。 

固定資産税等相当額又は

当該施設の土地若しくは

家屋に係る賃借料に相当

する額（当該施設の利用

者に対し、市内において

創業するために必要な支

援（市長が必要と認める

ものに限る。）を行う場合

にあっては、当該額に当

該支援に要する費用の２

分の１に相当する額を加

えた額）。ただし、５年間

の合計で、２，０００万円

を限度とする。 

サテライトオフィス（市

外に本拠を有する企業等

が遠隔による勤務のため

に利用する事務所をい

市長が別に定める規模及

び機能を有すること。 

固定資産税等相当額又は

当該施設の土地若しくは

家屋に係る賃借料に相当

する額。ただし、５年間の



う。） 合計で、２，０００万円を

限度とする。 

共同荷さばき場（荷さば

きのための駐車施設で、

複数の事業者の利用に供

するものをいう。） 

同時に５台以上の車両が

利用できること。 

固定資産税等相当額 

備考 この表において「固定資産税等相当額」とは、当該施設の土地又は家屋に係

る固定資産税及び都市計画税並びに事業所税に相当する額のうち、町田市に納付

すべき額に相当する額をいう。 
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